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（注）　本概念図は、すべての資金の流れを網羅しているものではありません。

１．　租税（税金）に係る主な資金の流れ（概念図）

　国は、外交、国防、警察などのほか、社会資本の整備、教育、社会保障などの国民生活に必要不可欠な公共サービス等を提供するため、
「税」という形で国民から調達しています。租税には、一般的な財源に充てられるもののほかに個別の法律等によって、①特定の経費に充てる
ことを目的としているもの（目的税）、②使途が特定されているもの（特定財源）があります。
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〔国税〕
（ １） 所得税
（ ２） 法人税
（ ３） 相続税
（ ４） 消費税
（ ５） 酒税
（ ６） たばこ税
（ ７） たばこ特別税
（ ８） 揮発油税
（ ９） 石油ガス税
（10） 航空機燃料税
（11） 石油石炭税
（12） 電源開発促進税
（13） 自動車重量税
（14） 国際観光旅客税
（15） 関税
（16） とん税
（17） 印紙収入(※)
（18） 地方揮発油税
（19） 特別とん税
（20） 復興特別所得税
（21） 地方法人税
（22） 特別法人事業税又は

地方法人特別税

(※) 納税する場合には,
ⅰ）印紙を貼付して納付、
ⅱ）現金で納付、
する方法があるが、ⅰ）による
ものについては直接、一般
会計に納付される。

〔地方税〕
（23） 地方消費税を除く

道府県税
（24） 市町村税
（25） 地方消費税
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地方譲与税分の受入等
（ ９） の 1/2
（10） の 4/13
（13） の431/1,000 
（18）・（19） の100％
（21） の 100％

地方交付税交付金等の財源繰入
（１）・（２） の33.1％ （４） の19.5％ （５） の50％ 等

公共サービス
等の提供

地 方 公 共 団 体

・地方交付税交付金の交付

・地方特例交付金の交付

・地方譲与税譲与金の譲与

地方消費税の払込
（25） の100％

公共サービス
等の提供

租税収入
（１）～（21）、（25）

租税収入
（22）～（24）

国債整理基金
特 別 会 計

租税収入 （ ７）の 100％

国

特別法人事業税又は

地方法人特別税の払込
（22） の100％

一般会計
エネルギー対策
特 別 会 計

① 燃料安定供給対策及
びエネルギー需給構
造高度化対策の財源
繰入 （11） の一部

② 電源立地対策、電源

利用対策及び原子力

安全規則対策の財源

繰入 （12） の一部

租税収入
（ １）～（ ６）
（ ８）
（11） ・ （12）
（14） ～ （16）
（17） の一部（「現金納付」分のみ）

（ ９） の 1/2

（10） の 9/13
（13） の 569/1,000

の100％

租税収入

（20）の 100％
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